
イエ ご し や  みなさま

保 護者 の皆様

公共物等破損にかかる指導と費用弁済へのご理解とご協力のお願い
～子どもたちの「′ふ豊かな成長」を願って～

I ねらい

教
う
督播導の里繁として皆楯弊碧の■続きを譲け(皐どもたちの丞ず栃を実笏に

するiぎを替て、
み
き
ヽ
らの各猪に封する督桂のぎ覺を紀

｀
します。

しどうせいと  こうきょうぷつとうはそん  はっせいけんすう  しりつしょう  ちゅうがっこう

※  児童生徒の公 共物等破損の発生件数 (市立 小 日中学校 )

弊′ 農 学税29年穫 学哉30年笹 箸鶏実年笹 箸鶏2年笹 箸鶏3年穫

斃坐枠鋲 1,035件 794件 707件 616件 580粋

ねが

Ⅱ お願い

○ 子どもに公 共 心や責任感などの社会規範意識を育てるために、家庭や学校、

地域社会が 協 力 し合 うことが必要です。善悪の判断については、ご家庭でも子

どもの心 情を理解 しながら指導いただくようご協 力 をお願いします。

O
こ     がつこう  まど

子 ど ぅヽが学校 の窓ガ ラスや ドアな どの
こうきkう ホつとう  こ い

公 共物等を故意 (わ ざと)、 または、
こ い  ちか  じょうきょう  イよそん    ばあい    みずか    こ うい  たい    せきにん  うなが  きょういくしどう

故意に近い 状 況 で破損 した場合に、 自 らの行為に対する責任を促 す教 育指導
いうかル       しゅうぜんひよ う  べんさい  ほ ご し ゃ    ねが

の一環として、修 繕 費用の弁済を保護者にお願いします。

Ⅲ

うんよう

運用について

○
がつこう       こ          がっこう   こうきょうぶつとう    こ ヤヽ                                こ い    ちか

学校は、子 どもが学校 の公 共物 等 を故意 (わ ざと)、 または、故意に近 い
じょうきょう  1ま そん    ばあい    みずか    こうい  たい

状 況 で破損 した場合に、 自 らの行為に対する督整をご貴し、警かな経答性を分
に付けられるよう

○ 学校は、指導の

かてい  き主うりよく   しどう おこな

、ご家庭 と協 力 して指導を行 います。
じkう きょう  べんさい

状 況 と弁済 につ いて
tiご しゃ  そうだん               こ さま  せいちょう

保護者に相談 しますので、お子様の成 長
や くだ      じゅうちヽん  はな

に役立つ よう充 分 な話
あ      ねが

し合いをお願い します。

○ 弁済額は、基本的な 目安 として、故意によるものは修繕費の 100%、故意に近

いものは 50%と しますが、実 情 に合わせて柔 軟 に対応を図 ります。

れ いわ  ねん よこはましきょういくいいんかい
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